
 

 

＊ 本資料はあくまでも議会運営委員会での説明用補足資料です。議会における議決は議案書の 

記載事項で行われるもので、本資料の内容で議決を得るものでありません。 

 

令和７年 第２回海老名市議会定例会 
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【会期日程】 

令和７年第２回海老名市議会定例会 会期日程（案） 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

通年軽装勤務を実施！ 

 市では、昨年度から、通年軽装勤務（ノーネクタイ・ノージャケット等）を試

行的に実施してきましたが、本年度も気候等に合わせた働きやすい服装による勤

務を、期間を定めず実施しますので、ご理解、ご協力をお願いします。 

 

《概要》 

 ・夏季期間：半袖シャツや指定ポロシャツ等の清涼感のある服装で勤務 

 ・冬季期間：ニットウェアや熱効果の高い衣服の重ね着等で勤務 

 ※市民に不快感や違和感を与えることのない節度ある服装とします。 

会期１９日間

月　日 曜日 種別 内　容 開議時刻

５月３０日 金 本会議 　開会、諸報告、議案審議、委員会付託 午前９時３０分

６月　５日 木 委員会
　総務常任委員会
　予算決算常任委員会総務分科会

午前９時００分

６月　６日 金 委員会
　文教社会常任委員会
　予算決算常任委員会文教社会分科会

同

６月　９日 月 委員会
　経済建設常任委員会
　予算決算常任委員会経済建設分科会

同

６月１１日 水 本会議 　市政に関する一般質問 同

６月１２日 木 本会議 　市政に関する一般質問 同

本会議 　市政に関する一般質問 同

委員会 　予算決算常任委員会 本会議終了後

６月１７日 火 本会議 　委員会報告、議案審議、閉会 午前９時３０分

６月１３日 金
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【案件一覧】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ■　日程　　１４ 件　

　報告　　 　　５ 件 　 頁

1 報告第２号
継続費繰越計算書について
（えびなこどもセンター空調改修事業費ほか２件）

3

2 報告第３号
公共下水道事業会計継続費繰越計算書について
（国分一号幹線排水路改修事業費）

3

3 報告第４号
繰越明許費繰越計算書について
（健康管理システム標準化作業委託ほか２７件）

4

4 報告第５号
公共下水道事業会計予算繰越計算書について
（汚水管渠整備事業費ほか１件）

4

5 報告第６号
事故繰越し繰越計算書について
（海老名市立有鹿小学校用地取得）

5

　条例　　   　３ 件 　 頁

6 議案第45号
海老名市一般職の職員の育児休業等に関する条例及び海老名市一般職
の職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部改正について

6

7 議案第46号 海老名市介護保険運営協議会条例の一部改正について 7

8 議案第47号
海老名市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の保育料を定め
る条例の一部改正について

8

  契約　　　  ４件 頁

9 議案第48号
物品の取得について（北部公園スポーツ用具（移動式バスケットゴー
ル））

9

10 議案第49号 物品の取得について（化学消防ポンプ自動車Ⅱ型） 10

11 議案第50号 物品の取得について（令和７年度教育用タブレット端末等） 11

12 議案第51号 工事請負契約の変更について（市道３号線斜面地安全対策工事） 12

頁

13 議案第52号 市道の路線認定について（市道２７７４号線） 13

  補正予算　   １ 件 頁

14 議案第53号 令和７年度海老名市一般会計補正予算（第２号） 14

  市道　　　   １ 件
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【報告 ５件】 

 

 

 

 

【趣  旨】 

  ２款 総務費 １項 総務管理費の「えびなこどもセンター空調改修事業費」ほか

２件について、令和６年度海老名市一般会計継続費繰越計算書を調製したので、地

方自治法施行令第１４５条第１項の規定により報告するもの 

【内  容】                       残額の財源内訳 

１ 継続費の総額 

６４５，４３２，０００円 

 繰越金 

２４，８２０，６００円 

２ 令和６年度継続費予算現額 

３５３，１５５，０００円 

国県支出金 

５０，０９０，０００円 

３ ２のうち支出済額及び支出見込額 

１７０，７４４，４００円 

地方債 

１０7，5００，０００円 

４ 残額 

１８２，４１０，６００円 

その他 

０円 

 

 

 

 

 

【趣  旨】 

  １款 資本的支出 １項 建設改良費の「国分一号幹線排水路改修事業費」を繰り

越したので、継続費繰越額の使用に関する計画について、令和６年度海老名市公共

下水道事業会計継続費繰越計算書をもって、地方公営企業法施行令第１８条の２第

１項の規定により報告するもの 

 

【内  容】                       残額の財源内訳 

１ 継続費の総額 
８９２，０００，０００円 

 企業債 
９０，０００，０００円 

 
国庫補助金 

７９，５００，０００円 
 
損益勘定留保資金 

４８，０００円 

２ 令和６年度継続費予算現額 
２７０，０００，０００円 

３ 支払義務発生（見込）額 
    １００，４５２，０００円 

４ 残額 
１６９，５４８，０００円 

 ※損益勘定留保資金 ＝ 減価償却費などの現金の支出を伴わない費用で、その金額分が現金として 

            公共下水道事業会計内部に留保される資金 

１ 報告第２号 継続費繰越計算書について 

        （えびなこどもセンター空調改修事業費ほか２件） 

２ 報告第３号 公共下水道事業会計継続費繰越計算書について 

        （国分一号幹線排水路改修事業費） 
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【趣  旨】 

  ２款 総務費 １項 総務管理費の「健康管理システム標準化作業委託」ほか２７

件について、令和６年度海老名市一般会計繰越明許費繰越計算書を調製したので、

地方自治法施行令第１４６条第２項の規定により報告するもの 

【内  容】                   翌年度繰越額の財源内訳    

合計金額 

３，６４５，６５５，０００円  

翌年度繰越額 

２，９５２，５１４，３４５円  

 

 

 

 

 

 

 

 

【趣  旨】 

  １款 資本的支出 １項 建設改良費の「汚水管渠整備事業費」ほか１件を繰り越

したので、繰越額の使用に関する計画について、令和６年度海老名市公共下水道事

業会計予算繰越計算書をもって、地方公営企業法第２６条第３項の規定により報告

するもの 

 

【内  容】                   翌年度繰越額の財源内訳    

翌年度繰越額 

１３７，７００，０００円  

 企業債 

５８，１００，０００円 

国庫補助金 

４９，６００，０００円 

損益勘定留保資金 

３０，０００，０００円 

 （繰越理由） 

   国の補正予算に伴う補助金を活用し、翌年度以降の事業を前倒しして実施する

ため

３ 報告第４号 繰越明許費繰越計算書について 

        （健康管理システム標準化作業委託ほか２７件） 

４ 報告第５号 公共下水道事業会計予算繰越計算書について 

        （汚水管渠整備事業費ほか１件） 

既収入特定財源 
５５，０００，０００円 

国県支出金 
４９９，５２７，０００円 

地方債 
１，９５７，９００，０００円 

その他 
１２１，３５６，２００円 

一般財源 
３１８，７３１，１４５円 
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【趣  旨】 

  １０款 教育費 ２項 小学校費の「海老名市立有鹿小学校用地取得」について、

令和６年度海老名市一般会計事故繰越し繰越計算書を調製したので、地方自治法施

行令第１５０条第３項において準用する同令第１４６条第２項の規定により報告す

るもの 

 

【内  容】                   翌年度繰越額の財源内訳 

翌年度繰越額 

５７,４５５,５９０円 

 既収入特定財源 

５，１００，０００円 

地方債 

   ５１，７００，０００円 

一般財源 

６５５，５９０円 

 （繰越理由） 

   土地売買契約締結に時間を要し、所有権移転登記を年度内に行うことができな

かったため 

 

【用地取得対象地、対象面積 525.91㎡】 

 

５ 報告第６号 事故繰越し繰越計算書について 

        （海老名市立有鹿小学校用地取得） 



- 6 - 

【条例 ３件】 

 

 

 

 

 

【改正理由】 

  地方公務員の育児休業等に関する法律の改正に鑑み、部分休業制度及び子育て部分

休暇制度の拡充等を図りたいもの 

 

【改正内容】 

 (１) 海老名市一般職の職員の育児休業等に関する条例 

    部分休業制度の拡充 

    現行の１日につき２時間を超えない範囲内の形態に加え、１年につき１０日相

当を超えない範囲内の形態を新設し、職員はいずれかの形態を選択可能とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 (２) 海老名市一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する条例 

  ア 子育て部分休暇制度の拡充 

    部分休業制度の拡充に併せ、子育て部分休暇も同様の拡充を行う。 

  イ 子の年齢に応じた柔軟な働き方を実現するための措置 

    ①妊娠・出産を申し出た職員に対する個別の周知・意向確認 

    ②３歳に満たない子を養育する職員に対する育児に係る両立支援制度に係る周

知・意向確認 

 

【施行期日】 

  令和７年１０月１日。ただし、附則第３項の規定は同年７月１日から、附則第４項

の規定は公布の日 

 

【その他】 

  地方公務員の育児休業等に関する法律の改正により、部分休業の対象となる非常勤

職員が養育する子の年齢について、「３歳に達するまで」を「小学校就学の始期に達

するまで」とする（条例改正なし）。

６ 議案第４５号 海老名市一般職の職員の育児休業等に関する条例 

         及び海老名市一般職の職員の勤務時間、休暇等に 

         関する条例の一部改正について 

【現行】 【改正後】

２ｈ ２ｈ

１日につき２時間の範囲内で勤務しないこと ①１日につき２時間の範囲内で勤務しないこと

②１年につき10日相当の範囲内で勤務しないこと

職員は、①②のいずれかを選択して取得可能

２ｈ以上（１日単位で取得することも可）
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【改正理由】 

  高齢者を取り巻く環境が急速に変化する中、「えびな高齢者プラン21（老人福祉

計画及び介護保険事業計画を法定により一体的に策定した計画）」においては、現

行体制の課題を踏まえつつ、その在り方を見直しするとともに、より実効性のある

体制へと進化させたいため、介護保険運営協議会に臨時委員及び部会を設けること

ができるよう改正を行うもの 

 

【改正内容】 

 (１) 「えびな高齢者プラン21」の策定に関して、別に組織している「計画策定委

員会」と介護保険事業全般に対する審議を行う「介護保険運営協議会」での議

論重複化を解消するため、介護保険運営協議会の下部機関として部会（計画策

定部会）を設け、弾力的かつ機動的な運営を図る。 

 (２) 計画策定後に老人福祉計画を評価する機関がないことから、介護運営協議会

において、老人福祉計画の進行状況の管理及び評価を実施する。 

項目 内容 

【第３条関係】 

所掌事項の追加 

及び修正 

老人福祉計画、介護保険事業計画その他高齢者福祉に

関する計画の策定を追加し、同計画の進行状況の管理

及び評価を実施することを明確にする。 

※現行の第９期プランは、老人福祉計画及び介護保険事業

計画を法定により一体的に策定しており、第10期プラン

では、これらの計画に認知症施策推進計画を盛り込んだ

構成としたいため 

【第６条関係】 

臨時委員の追加 

（新設）臨時委員の設置等に関すること。 

※現行の委員や選出団体等以外の者に対して、部会等への

参加を求めたいため 

【第８条ほか】 

その他の追加及び修正 

第６条にて臨時委員を設置することに伴う会議の成立

要件及び議事の整理等 

【第１０条関係】 

部会の追加 
（新設）部会の設置等に関すること。 

【附則】 

新たに設ける臨時委員への報酬支払に係る所要の改正

を行うため「海老名市非常勤特別職等の職員の報酬及

び費用弁償に関する条例」の一部を改正するもの 

 

【施行期日】 

  令和７年７月１日 

７ 議案第４６号 海老名市介護保険運営協議会条例の一部改正に 

         ついて 
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【改正理由】 

  令和７年４月に国の公定価格が引き上げられていることから、公立保育園におけ

る給食費の副食費も公定価格と合わせて、その上限を引き上げるもの 

 

【改正内容】 

  副食費の上限額を従来の月額4,800円から月額4,900円に改定する。 

 

【施行期日】 

  公布の日 

 

【その他】 

  給食費は条例で上限額を定め、規則にて実際の徴収額を規定しているもので、当

初は、保護者の経済的負担に配慮し、令和７年度上半期（４月～９月）のみを対

象としていた月額4,500円の実負担額による特例措置を、この改正に併せて令和７

年度下半期（１０月～３月）についても継続する予定 

 

【給食のイメージ】

８ 議案第４７号 海老名市特定教育・保育施設及び特定地域型保育 

         事業の保育料を定める条例の一部改正について 
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【契約 ４件】 

 

 

 

 

【趣  旨】 

  移動式バスケットゴールの経年劣化に伴い、更新するもの 

  北部公園スポーツ用具（移動式バスケットゴール）の取得について、次のとおり

契約を締結するため、海老名市議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分

に関する条例第３条の規定により、議会の議決を求めるもの 

 

【概  要】 

 (１) 契 約 の 目 的 北部公園スポーツ用具（移動式バスケットゴール）購入 

 (２) 物品名及び数量 移動式バスケットゴール ２対 

 (３) 契 約 の 方 法 条件付一般競争入札による契約 

 (４) 契 約 金 額 ２０，２９５，０００円（税込み） 

 (５) 契約の相手方 神奈川県厚木市中町三丁目１２番７号 

            有限会社イシケンスポーツ本店 

            代表取締役 石川 政彦 

【更新イメージ】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

９ 議案第４８号 物品の取得について（北部公園スポーツ用具（移動 

         式バスケットゴール）） 
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【趣  旨】 

  化学消防ポンプ自動車Ⅱ型の老朽化に伴い、車両を更新するもの 

  化学消防ポンプ自動車Ⅱ型の取得について、次のとおり契約を締結するため、海

老名市議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第３条の規

定により、議会の議決を求めるもの 

 

 

【概  要】 

 (１) 契 約 の 目 的 化学消防ポンプ自動車Ⅱ型購入 

 (２) 物品名及び数量 化学消防ポンプ自動車Ⅱ型 １台 

 (３) 契 約 の 方 法 条件付一般競争入札による契約 

 (４) 契 約 金 額 ８５，４７０，０００円（税込み） 

 (５) 契約の相手方 東京都八王子市中野上町二丁目３１番１号 

            日本機械工業株式会社 本社営業部 

            部長 山下 康弘 

【仕  様】 

エンジン形式 

総排気量・出力 

 ディーゼルエンジン 

 ５，１００ｃｃ以上・２４０ＰＳ以上 

車  両  ４ドア キャブオーバー型ダブルシート（ミドルルーフ） 

駆動方式  ２輪駆動方式 オートマチックトランスミッション 

車体寸法 

 全  長    ７，３００ｍｍ以下 

 全  幅    ２，３５０ｍｍ以下 

 全  高    ３，１００ｍｍ以下 

乗車定員  ６名（前２名・後４名） 

 

【現行車両】             【更新車両イメージ】 

 購入年度：平成２０年度（１８年経過）      

 走行距離：約５４，０００ｋｍ 

 

 

 

 

 

 

１０ 議案第４９号 物品の取得について（化学消防ポンプ自動車Ⅱ型）
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【趣  旨】 

  教育用タブレット端末等の更新に伴い、令和７年度教育用タブレット端末等の取

得について、次のとおり契約を締結するため、海老名市議会の議決に付すべき契約

及び財産の取得又は処分に関する条例第３条の規定により、議会の議決を求めるも

の 

 

【概  要】 

 (１) 契 約 の 目 的 令和７年度教育用タブレット端末等購入 

 (２) 契 約 の 方 法 随意契約 

    ※神奈川県が入札による事業者選定を行い、共同調達に参加している市町村

は、その選定された事業者と個別に契約を締結する制度となっていること

から、今回、選定された事業者と随意契約を締結するもの 

 (３) 契 約 金 額 １７６，５７４，７５０円（税込み） 

 (４) 契約の相手方 神奈川県厚木市中町二丁目６番２４号三成ほていやビル 

            株式会社有隣堂 厚木営業所 

            所長 石井 義孝  

 

【物品内訳】 

 

項   目 数量（台・個） 

タブレット端末本体（ｉＰａｄ） 

３，７７７ 
端末本体カバー 

タッチペン 

画面保護フィルム 

 

１１ 議案第５０号 物品の取得について（令和7年度教育用タブレッ 

          ト端末等） 
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【趣  旨】 

  市道３号線斜面地安全対策工事について、工事請負契約を変更したいため、海老

名市議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第２条の規

定により、議会の議決を求めるもの 

 

【主な変更内容】 

 ・仮設工法の見直しに伴う減額 

 ・インフレスライド条項適用等に伴う増額 

 

【概  要】 

 (１) 契 約 の 目 的 市道３号線斜面地安全対策工事 

 (２) 契 約 の 方 法 条件付一般競争入札による契約（原契約） 

 (３) 契 約 金 額 変更前 ２７０，８６４，０００円（税込み） 

            変更後 ２３９，９９３，２００円（税込み） 

 (４) 契 約 期 間 令和５年９月２９日から令和８年２月２７日まで 

 (５) 契約の相手方 神奈川県横浜市中区太田町４丁目４７番地 

            ライト工業株式会社 横浜営業所 

            所長 佐藤 樹一 

 

【工事場所・国分北三丁目地内】    【完成イメージ】 

 

 

 

 

 

 

 

 

【施工状況】 

 

 

 

 

 

１２ 議案第５１号 工事請負契約の変更について（市道３号線 

          斜面地安全対策工事） 
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【市道 １件】 

 

 

 

 

 

 

案 内 図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１３ 議案第５２号 市道の路線認定について（市道２７７４号線） 
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【補正予算 １件】 

  

 

 

 

【補正の概要】 

  今回の補正は、歳入歳出それぞれ １１億８，９９５万２千円を増額し、予算総

額を歳入歳出それぞれ ６００億２，７９０万８千円とするもの 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【補正の内容】 

１ 歳入歳出予算の補正 

  補正前:58,837,956千円・補正額:1,189,952千円・補正後:60,027,908千円 

 

 (１) 歳入 

  ・就学前教育・保育施設整備事業費（国庫支出金）     207,345千円 

  ・社会資本整備総合交付金（国庫支出金）          1,647千円 

  ・物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金（一体支援枠分）（国庫支出金） 

                              473,400千円 

  ・市町村地域防災力強化事業費（県支出金）         1,150千円 

  ・フリースクール等利用児童・生徒支援事業費（県支出金）  1,500千円 

  ・市町村立学校働き方改革加速化補助金（県支出金）     4,137千円 

  ・財政調整基金繰入金                  257,309千円 

  ・市債                         232,400千円 

  ・その他                         11,064千円 

 

 

                          合計 1,189,952千円 

１４ 議案第５３号 令和７年度海老名市一般会計補正予算（第２号） 

■主な内容 

☆定額減税において、令和６年分所得税が確定したことなどにより、当初調整

給付額に不足が生じた方に、国の補助金を活用し、不足額給付を行います。 

☆６５歳以上の高齢者等を対象に、新型コロナ及びインフルエンザのワクチン

接種に対する補助を行うことで、医療費負担の抑制及び感染予防対策を図り

ます。 

☆スポーツ・レクリエーションを通じた賑わいを創出するため、新たな活動の

場として河原口高水敷「（仮称）スポーツ・コミュニティ広場」の整備を行

います。 
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 (２) 歳出

  ①充実して暮らせるまち                  734,461千円  

  ◇令和６年度分所得税の確定等に伴う定額減税不足額の給付 

                               486,511千円 

 

  令和６年分所得税が確定したことなどにより、当初調整給付額に不足が生じた 

方に不足額を給付することに伴う増額 

  〇報酬（会計年度任用職員）               1,121千円 

  〇職員手当等（時間外勤務手当）              960千円 

  〇需用費（消耗品）                     67千円 

  〇役務費（郵便料）                   6,850千円 

  〇役務費（電話料）                    513千円 

  〇委託料（業務委託）                  45,000千円 

  〇負担金、補助及び交付金（補助金・交付金（資産外）） 432,000千円 

 

  ◇河原口高水敷「（仮称）スポーツ・コミュニティ広場」の整備工事 

                               247,950千円 

  河原口高水敷「（仮称）スポーツ・コミュニティ広場」整備工事を行うことに 

 伴う増額 

  ○工事請負費（整備工事（資産・単独））        247,950千円 

※令和７・８年度継続事業:総額855,000千円 

 

  ②健やかに暮らせるまち                  433,264千円  

  ◇民間保育所施設整備に対する補助             233,264千円 

  新規民間保育所の整備補助について、追加整備が確実となったことに伴う増額 

  ○負担金、補助及び交付金（補助金・交付金（資産外）） 233,264千円 

 

  ◇高齢者への新型コロナ・インフルエンザ予防接種の補助による医療の充実 

                               200,000千円 

  令和７年１０月からの定期接種開始に向けて事務を進めることに伴う増額 

  ○委託料（その他（資産外））             199,000千円 

  ○負担金、補助及び交付金（補助金・交付金（資産外））  1,000千円 

   ※自己負担額（新型コロナは3千円、インフルエンザは1千円） 
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  ③便利で快適に暮らせるまち                 4,920千円  

  ◇木造住宅の耐震改修等への補助の拡充            4,920千円 

  神奈川県が令和７年度から、旧耐震基準（昭和５６年５月３１日以前に工事着 

 手）に加え、平成１２年５月以前の新耐震基準の木造住宅まで補助対象を拡充す 

 ることを受けて、本市でも同様の住宅まで補助対象を拡充することに伴う増額 

  ○負担金、補助及び交付金（補助金・交付金（資産外）)  4,920千円 

 

  ④その他                         17,307千円  

  ◇職員採用試験に係る筆記試験委託料              750千円 

  ◇生活保護システムのガバメントクラウド専用回線構築委託料  4,345千円 

  ◇市有財産に係る不動産鑑定委託料               966千円 

  ◇戸籍へ振り仮名を一括登録するためのシステム改修委託料   5,091千円 

  ◇市役所芝生広場保育所追加賃借料               300千円 

  ◇生活保護システムの改修委託料               1,628千円 

  ◇教育指導体制の確保に伴う弁護士委託料           4,227千円 

 

                        合計    1,189,952千円 
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２ 継続費の補正 

 (１) 追加 

    ①河原口高水敷「（仮称）スポーツ・コミュニティ広場」整備事業費 

                        （単位：千円） 

     年割額 総額 

令和７年度 247,950 
855,000 

令和８年度 607,050 

     （理由） 「（仮称）スポーツ・コミュニティ広場」の整備に当たり、年度を

跨いで対応するため 

 

３ 債務負担行為の補正 

 (１) 追加 

    ①市役所芝生広場保育所賃貸借         限度額  4,700千円 

     期 間：令和８年度～令和１７年度 

     （理由）追加工事費用の発生などに伴い、現行のリース契約を変更したいため 

 

    ②えびなこどもセンター保育所賃貸借      限度額 324,831千円 

     期 間：令和７年度～令和１８年度 

     （理由）認可保育所の新設を、年度を跨いだリース契約により実施したいため 

 

４ 地方債の補正 

 (１) 追加 

    ①（仮称）河原口高水敷スポーツ・コミュニティ広場整備事業債 

                           限度額 232,400千円 

     （理由）対象事業開始に伴う市債の増 


